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○ 認可保育所の定員は、原則60人以上とされているが、定員60人以上とすることが困難であり、20人以上の保
育需要が継続することが見込まれ、他に適切な方法がない場合、以下の要件を満たせば、小規模保育所を設
置することが可能。認可保育所として地域・定員規模等に応じた保育所運営費を支弁。
(1) 設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合
(2) 次のいずれかに該当

① 要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね４割以上が３歳未満児

② 過疎地域をその区域とする市町村内に所在
③ 入所児童の概ね８割以上が３歳未満児、１割以上が乳児

(3) 定員20人以上

(4) 施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員については最低基準等に定める所定数を配置

人口減少地域に関連する保育制度の概要①
（小規模保育所（認可保育所））
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○ へき地保育所（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の
基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）
において補助（※２０ポイント）。
(1) 設置場所が、以下の①～④にあること
① へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、
② 一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の４キロメートル以内、
③ ①・②を受けることとなる地域内
④ ①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内

(2) 設備・運営が以下の基準に合致すること
① 平均入所児童数が10人以上（※10人を下回る場合２年間は経過的に対象）であること

② 既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること
③ 保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること
④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること
⑤ 保育士を２人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の者で代えることができる）

⑥ 保育時間等については、地方の実情に応じて定めること

○ 入所決定は、市町村長が、保育を要する児童のほか、特に必要があるときはその他の児童につき実施。

【出典：平成18年社会福祉施設等調査】

人口減少地域に関連する保育制度の概要②
（へき地保育所（認可外保育施設））
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【へき地保育所の定員・入所児数】
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○ 過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、

在所児数規模では、３０人以下が多い。

（出典）厚生労働省「平成１８年 社会福祉施設等調査」における認可保育所の定員階級・在所児数階級ごとの保育所数につき、
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：731市町村）に係る数を特別集計したもの。

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約３割ある。

過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状
（定員・在所児数規模別の分布）
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○ へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約８割を占める。

（出典）厚生労働省「平成１８年 社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級・在所児数階級ごとに特別集計したもの

へき地保育所の現状②
（定員・在所児数規模別の分布）
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